
一

頁 

○
平
成
十
九
年
総
務
省
告
示
第
三
百
六
十
二
号
（
五
㎓
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
が
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案
の
新
旧
対

照
条
文 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

（
略
） 

（
同
上
） 

一 

（
略
） 

一 

（
同
上
） 

二 

占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
・
五
㎒
を
超
え
九
㎒
以
下
の
無
線
局 

 
 

（
略
） 

二 

占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
・
五
㎒
を
超
え
九
・
五
㎒
以
下
の
無
線
局 

 
 

（
同
上
） 

三 

占
有
周
波
数
帯
幅
が
九
㎒
を
超
え
十
九
・
七
㎒
以
下
の
無
線
局 

（
略
） 

三 

占
有
周
波
数
帯
幅
が
九
・
五
㎒
を
超
え
十
九
・
七
㎒
以
下
の
無
線
局 

（
同
上
） 

四 

（
略
） 

四 

（
同
上
） 

 
 
 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

別紙６ 


